
自動車検査証

軽自動車
（三輪、四
輪）の所有
者及び使用
者

埼玉運輸支局
熊谷自動車検査登録事務所登録部
門
〒３６０－０８４４
熊谷市御稜威ヶ原７０１－４
TEL０４８－５３２－８１２１

件　　名 該当者 手続方法等 お問い合わせ

原則住所変更の手続は必要ありませ
ん。
※新町名に変更されたものとみなさ
　れますが、申請により変更すること
　ができます。変更を希望される方
　は、軽自動車検査協会埼玉事務
　所熊谷支所にお問い合わせくださ
　い。

軽自動車検査協会
埼玉事務所熊谷支所
〒３６６－０８１２
深谷市折之口１９９０－８
TEL０４８－５７４－１６６２
ﾃﾚﾎﾝｻｰﾋﾞｽ０４８－５５１－２１３１

軽自動車届出済証

軽自動車
（126CC以上
250CC以下）
の所有者及
び使用者

原則住所変更の手続は必要ありませ
ん。
※新町名に変更されたものとみなさ
　れますが、申請により変更すること
　ができます。変更を希望される方
　は、熊谷自動車検査登録事務所
　にお問い合わせください。

自動車検査証

登録自動車
及び小型の
二輪自動車
の所有者及
び使用者

原則住所変更の手続は必要ありませ
ん。
※新町名に変更されたものとみなさ
　れますが、申請により変更すること
　ができます。変更を希望される方
　は、熊谷自動車検査登録事務所に
　お問い合わせください。

建設工事の入札参
加資格審査

資格審査を
受けている
方

住所変更の手続は必要ありません。

埼玉県県土整備部建設業課
〒３３０－９３０１
さいたま市浦和区高砂３－１５－１
TEL０４８－８３０－５１８３

建設業許可
許可証をお
持ちの方

解体工事業の登録
登録を行っ
ている方

浄化槽工事業の登
録

登録を行っ
ている方

特例浄化槽工事業
の届出

届出を行っ
ている方
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